
 

 

災害時における施設の提供協力に関する協定 

 

 

福山市（以下「甲」という。）と，株式会社 鞆スコレ・コーポレーション（以下「乙」

という。）は，災害時における施設の提供協力に関し次のとおり協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は，地震又は風水害その他の災害時に，甲が乙の管理する施設の一部を，

住民の緊急避難場所，避難所，他の自治体から派遣される応援職員等の滞在場所（以下

「避難所等」という。）として利用することについての必要な事項を定めることを目的と

する。 

 

（協力内容） 

第２条 甲が乙に協力を要請する内容は，次のとおりとする。 

 

所在地 福山市鞆町鞆１３６番地 

施設名称 ホテル鷗風亭 

受入場所 ２Ｆ 大広間，コンベンションホール 

 

所在地 福山市鞆町鞆４２１番地 

施設名称 景勝館 漣亭 

受入場所 別館２Ｆ 広間 

 

（協力の要請） 

第３条 甲は，災害時に避難所等の施設を開設する必要があると認めたときは，乙に対し

その旨を文書又は口頭で要請する。避難所等の使用を終了するときも同様とする。 

 

（協力の実施） 

第４条 乙は，前条の要請を受けたときは，施設の安全を確認した上で，避難所等を提供

するものとする。この場合，避難所等の開設及び運営は，乙が行うものとする。ただし，

乙から要請があった場合，甲は，乙と協力して対応を行うものとする。 

 

（使用不可の通知） 

第５条 乙は，施設が何らかの事情により避難所等として使用できない場合は，速やかに

甲   

 に連絡するものとする。 

 

（使用料） 

第６条 この協定に定めるところにより，第２条の施設を一時滞在施設として使用する場

合の使用料は，無料とする。 



 

 

（原状復旧） 

第７条 施設の使用により，当該施設又はその附属施設に破損等（地震又は風水害その他

の災害によるものを除く。）が生じた場合の復旧に要する費用の負担については，甲乙協

議の上，決定するものとする。 

 

（使用に係る賠償責任） 

第８条 施設使用者が，乙の責めに帰すべき事由以外により，損害を生じた場合は，その

責任を負わないものとする。 

 

（有効期間） 

第９条 この協定の有効期間は，協定締結の日から協定締結日の属する年度の末日をもっ

て終了とする。ただし，この協定の有効期間満了の日の１ヶ月前までに，文書をもって

協定の終了の通知がない場合は，引き続き１年間更新するものとし，以後も同様とする。 

 

（庶務窓口） 

第１０条 この協定の庶務窓口は，甲にあっては福山市総務局総務部危機管理防災課，乙

にあっては株式会社 鞆スコレ・コーポレーションにおいて処理するものとする。 

２ 甲及び乙は，毎年度当初に本協定で定める連絡先，連絡手段等について，相互に確認

するものとする。 

 

（協議） 

第１１条 本協定に定める事項について疑義が生じたときは，甲乙が協議の上，定めるも

のとする。 

 

本協定の成立を証するため本協定書２通を作成し，甲乙記名押印の上，各１通を保有す

る。 

 

 

       ２０２２年（令和４年）６月２７日 

 

                  甲  福山市東桜町３番５号 

                     福山市 

                     福山市長 枝広 直幹 

 

 

                  乙  福山市鞆町鞆４２１番地 

                     株式会社 鞆スコレ・コーポレーション 

                     ホテル鷗風亭，景勝館漣亭 

                     代表取締役 村上 正高 


